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妻介謹認定区分が見直され 10日 以降に要支lr i 要支援2と しヽう新ししヽ区分に認定された方が

新予防結付の対象者となります

X現 在の認定期間かlF了し 車 新中請することにより新しい区分で評定されます

また 増 過的ヨ介護の認定を受けている方も 更 新申請により新しい区分となります

栄保践者 (木営広既連合)に よる 介 護認定富査会とい五 師等か集まったと講で認定区分が判定されます

改正介護保険法の規定によう要支援 【 要 支援2と認定された方は 役 場福tt係で計画を作成する

ことにlttrります

このため 社 会福祉協議会等から役場福祉係に計画作成業務が移る方がいますので こ窪軒こ協力

をお願いします。

→ 鴫扇解
修  →

居宅介護支援事業所
→  南 木曽町社協    →

ピープル

*役 場福祉係て作成する介護予防,一 ビス計画業務の一部を居弓介讃支援事業所に委託する場合もあ0ます

111,N古 6S9

新 しい認定区分

望支援12の 方

要介護1～5の方

5` 新 しい寄」度

サービス開始

新予防衛●

従来の介題橋付

現在より身体の状態が憲化しないよう[ テ イサービスなどに通しヽ運動機能引練を行つたり
―と共に食事を作ったりして 要 介護状態と/Jらないように介護予防に取り組む制度です

明 までの盟定区分 ― ,10月 からの新認定区分 彰当者のおよその目安

支要 張

要介護 1

多介嬉2

雲↑誕3

雲支援 1

要支援2
新予防結付

現行の要支援

雲介護 1の うち 43に 介護予15のた

めの主提J必 要とされるち

ィト=rtィ + 要介護1

従来の

介在結十J

現行の要介護2お ら5のん

要介護1のうち 席 に介護が2+要と

される方

要オ護2

肇介護3

1 要 介己4

1 要 介護E要介護5

本人の希望を尊重し作成される介護予防サービス計画に基づいて サ ービスが提供されます。



‐

が追加口され ました !

心身の状態害

個々の心身のt‐どにあつたサービスを選択することで れ手よく介護予防ができると考えられていま

す このため 改正介護保険法では心身の状3に よつてす―ビスが異rfってきますので を了承くrtさい。

一般高齢者

(65歳以上の高鈴きです。特定高齢者や要 _
支援 ヨ ↑承認定を受けている方も脅みます)

指定高齢者

(要支援 雲 介護認定を受ける必要となしヽ ―

が積極的に介議予防が必要な人)

通所先の例

公民館rtrどで行う高齢者いきいき教重など

に参〕匝できます

公民館で行う機能計練に参加出来ますが

ァイサービスに通うことは出来ません。

デイサービスヘ通しヽ レクリエーシコンや富

事 入 治わ`できますが 公 民館で行う機青ヒ

訓帝には参加出来なくなります
要支援 1  要 支援 2

要介譲 1か ら雲介護 5

牟

介護保噴法が改正され 要 支援1 要 支援2及び要介護1の[?定を

受けている方は 10月 わち車イスやベッド等の給付が受けられrJく

よります.継 続してTJ用を希望される方は 全 額旧人員担により利

用していたにきます.(レ ンタル業者の学独サービスなどがあります)

心身の状態により 結 付を受けられる場合がありますので 担 当

ケアマキージヤー又は役場福祉係にこIB訣ください

X本 人の申請により 要 支援や妻介題盟定を取り下|することが出来ます

デイリービスに通うrJど 従 来どおりのサ

_ ― ビスを受けることができますが 公 民館

で行う機能引練には参加できなくなります。

/

tB壊 してくだすい/

10日以蔭 新しく始まるサーピスや 見直しされるサービスが

たくさんあります
ご不明な点などは お気軽に福祉係(00264-57-2001)へ
こ相談くたさい
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